
 

意見書案第８号 

 

 

介護・障害福祉職場の１人夜勤をなくし、複数配置を基準とすることを求める 

意見書について 

 

地方自治法第９９条の規定により、関係行政庁に対し、介護・障害福祉職場の１人

夜勤をなくし、複数配置を基準とすることに関し、別紙のとおり意見書を提出する。 
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提案理由 

介護・障害福祉職場の１人夜勤をなくし、複数配置を基準とすることに関し、 

関係行政庁に要請するため提案する。 

 

 

 



 

介護・障害福祉職場の１人夜勤をなくし、複数配置を基準とすることを 

求める意見書 

 

2020年 11月、愛知県内の障害福祉サービスの短期入所施設で、夜勤をしていた

30 代男性の職員が１人夜勤中に倒れて亡くなりました。利用者は、職員が倒れた

ことはわかっても、身体介助が必要な利用者だったため、不安の中で誰かが助け

に来ることを待っていたそうです。朝方にヘルパ―の訪問があったため、幸いに

も利用者の命は助かりました。職員と利用者の安全のためにも「夜間の複数配置」

が基準となることは喫緊の課題です。2024 年に医療・介護・障害分野の報酬改定

が行われましたが、今回の報酬改定でも夜勤者を複数配置するための改善はされ

ませんでした。しかし、愛知県社会保障推進協議会が主催の 2024年愛知自治体キ

ャラバンによれば、介護分野では小規模多機能施設の 86.8%、介護グループホーム

の 64.7%と小規模な施設ほど１人夜勤が多い現状が明らかになっています。愛知県

労働組合総連合及び日本自治体労働組合総連合愛知県本部の行った 2024年春の自

治体キャラバンのアンケート結果では、愛知県内で夜間の複数配置を取得するた

めの「夜間支援体制加算」の取得状況を確認したところ、介護のグループホーム

及び小規模多機能型施設 772件のうち加算 Iの取得が９件、加算Ⅱの取得が 10件

となっています。障害分野のグループホームも同様に、複数配置を可能とする「夜

間支援体制加算」の取得状況を確認したところ、事業所総数 932 件のうち、加算

Ⅳの取得は 17 件、加算 Vの取得は９件、加算Ⅵの取得は０件と、改善が進んでい

ないことは明らかです。また、愛知県医療介護福祉労働組合連と合会及び全国福

祉保育労働組合東海地方本部がとりくんだ2023年度夜勤実態調査では、回答者296

件のうち、「手をあげそうになったことはあるのか」という設問に対し、「ある」

と回答した件数が 101件と３割にのぼりました。その内容には「利用者が眠れず、

自分自身にも余裕がない中で、利用者の大声にイライラした時」という回答もあ

り、１人夜勤の弊害は働く者の健康だけでなく、余裕のない体制の中で虐待にも

つながってしまう可能性があることがわかりました。職員も利用者も誰もが安心

して利用できる介護・福祉施設としていくため、夜間の配置基準を公的責任にお

いてただちに実現する必要があります。以上の趣旨により、下記の項目の早期実

現を求めます。 

 

１、介護・障害施設の夜勤体制は、常時複数配置であることを基準とし、それ  

が実現できる報酬単価に引き上げること。 

２、夜間労働の実態を把握するため、夜勤の実態調査を行うこと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和７年６月２３日 

蒲 郡 市 議 会 

内閣総理大臣 

あて 

厚生労働大臣   


